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平成２５年３月31日発行～特別支援教育通信６号～

特別支援教育通信
第６号

特集特別支援教育の充実を図ろための区市田丁村教育委員会と

東京者E教育委員会及び都立特別支援学校の連携の在り方

図編集回東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課

東京都特別支援教育推進皇
電話03-5228-3433

ﾌｧｸｼﾐﾘO3-5228-3459
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｢すべての学校で､つながりを大切にした特別支援教育を推進することで

自立と社会参加を目指す」
教育庁都立学校教育部特別支援教育課

課長飯島昌夫
［

東京都教育委員会が平成22年１１月に公表した「東京都特別支援教育推進計IIlli第三次実施計画」は、「すべ

ての学校で実施する特別支援教育の推進｣、「つながりを大切にした特別支援教育の推進｣、「自立と社会参加

を目指す特別支援教育の推進」を基本的な考え方に据えて策定いたしました。

「すべての学校で実施する」ということは、「すべての教員、保護者、児竜・生徒等が関わる」ということ

であり、障害や病気の有無にかかわらず、誰もが相互に人格とＩⅢ性を薄重し又え合う社会の実現を目指すと

いうことです。

また、「つながりを大切にした」ということは、障害の種類や程度に応じて専門的な教育を受けることの

できる教育環境の整備と適切な就学の推進を大切にしながら、障害のある幼児・児童・生徒一人一人のニー

ズに応じて適切な指導と必妥な支援を行うことができるよう、関係者及び関係機関の連携強化をより－増推

進するということです。

これらのことを踏まえ、東京都教育委員会では、様々なモデル事業を実施しており、本牙は、「適切な就

学を推進する都立特別支援学校の教育相談機能の充実嚇業（中|&]報ｆＩ７の概要)」と「特別支援学級と特別支

援学校の連携による専門性向上プロジェクト（最終報告の概要)」について報告いたします。

さらに、「自立と社会参加を目指す」ということは、職業教育や進路指導・就労支援の允実に向けた教育

環境の整備等を推進するとともに、障害のある児虚・生徒に必要となる知識・技能やlibく意欲などを育てる

取組を一層,促進するということです。このため、東京都教育委員会では、平成20年度から「特別支援学校就

労支援委員会」を設置し、民間や関係機関と連携した実習先や就労先の開拓や就労支援・職場定瀞支援の充

実に努めてきています。本号では、民間と連携した都立特別支援学校の特色ある取組を報告いたします。

さて、平成24年７月には、１１】央教脊審i議会初等中等教育分科会が、「共生社会の形成に向けたインクルー

シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告)」を取りまとめました。このIljで共生社会の形

成に向けた就学相談．就学先の決定の新たな在り方が示されております。東京都教育委員会においては、国

の動向を注視するとともに、今後とも、｜XTi丁町村教育委員会や関係諸機関とのより－層の連携を図り、特別

な文援を必要としている幼児・児童・班'三徒のために体制盤MITを進めてまいります。

区市''『村教育委員会をはじめ、各関係諸機関、保護者、都民の皆様におかれましては、東京都教育委員会

の各事業に関し、なお－厨の御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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報告１：適耽就学を推進する都立特別支援学校の教育相談機能の充実事業
～東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画モデル事業（中間報告）～

’平成２４年度の取組の重点

○区市町村教育委員会、東京都教育委員会、都立特別支援学校の連携の充実

○保護者への'情報提供及び保護者参画の促進

。|Ｆ業尖施の２年'1に､Mたり、区I|｢111]・村教育委員会とⅢ[京都教育委しI会及び都立特別支援学校の辿挑をより

充実させ、障害のある幼児・児童の就学相談における保謹者の負担蝿減辱を図る取組を試行的に実施しまし

た。

また、都立特別支援学校の,情報提供機能を強化するとともに、係,MIi:Hfの視点から都､r特別支援学校への就

学及び就学後の教育に|則するiIji報艇供を充実させるため、学校ｊＬ学や';tj佼説U]会鰊において、学校（教員）

からの'1朧１１提供だけではなく、在儲児埴・生徒等の保纏臂による１１『報提供や相談支援の促進を図りました。

ト１区市町村教育委員会・東京都教育委員会･都立特別支援学校が連携した新たな就学相談の取組（試行）■

（１）現状 ●就学相談受付件数の推移(区市町村）

l天市111丁村･教育委員会における)桃学相談受卜Ｍ:数は増O00C
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（２）合同相談会（仮称）の試行的な実施と成果

都立特別文援学校に該ﾕＩするlUif害があり、Hll立特別支援`料交への本人・保,繼者の就学のj唖,'2Aが

ﾘ}らかな場合、子供の在鯆ljM蝉においてば｢|｢''1｢村教育姿L1会から委嘱されたlill立特別支援学校の

教員と東京都教育委員会の就学|:H談員及び区市町村教育委し｣会の就学相談担当者が合同で行1Iih観

察（合同相談会（仮称)）を行いました。本人・保護者にとっては、在鰭Nilで行動観察を受ける

二とで、心蝿的な不安や係iiqi蒜の付き添いに伴う負担等が１１轍成されました。

また、就半}l1i淡担当者にとっては、日頃の卜供の様了･がIiijL察されるとともに、(【'二籍悶とのIl1i報

の共有化を図ることができました。さらに、合同相談会（仮称）で、都立特別文援学校への就学

が適切であると所見が出された場合、区il71Hj村教育委員会の就学支援委旦会において保謹者の意

恩確認のみを行い、最終的な就学先を決定するシステムにしたことで、区117111｢村教育委員会に;iｓ

}ナる就学支援姿１１会の効率的述憐を図ることができました。

＜区市町村教育委員会＞
取り゜就学相談の受付

就学支援委員会

･保諏者面接（意思Ⅲ

！協力依頼・委堀・承諾

＜都立特別支援学校＞
･区市町村青委員会からの依頼による合Ｅ

相談会への参画
･就学通知の発送

･就学前関係機関及び保護者に対する｣|滴報提供 到一＞
蓮i笠

･行動観察及びケース会議への参画
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１区市町村教育委員会･東京都教育委員会･都立特別支援学校が連携した新たな就学相談の取組(試行）














